
参考様式第２号（第８条関係）

会 議 概 要 報 告

１．会議の名称 第１回潟上市自治基本条例推進委員会

２．開催日時・場所 平成２８年１月２９日（金）１０：００～１１：２０

３．委員等の人数 １１ 人

４．出席委員等の人数 ９ 人

５．内 容

１．委嘱状交付

２．市長あいさつ

３．委員長及び副委員長の選任について

４．潟上市自治基本条例推進委員会設置要綱の確

５．協議案件

（１）潟上市自治基本条例の取組状況について

６．傍聴者の数 ０ 人

７．会議資料の名称

・次第

・資料１ 委員長及び副委員長の選任について

・資料２ 潟上市自治基本条例推進委員会設置要綱

・資料３ 潟上市自治基本条例について

・資料４ 条例施行後の市の取組状況

・参考資料１ 関連制度（３つの指針）概要

・参考資料２ 広報掲載記事

・潟上市自治基本条例逐条解説

・パンフレット２種（全戸配付版・小中学校配付版）

・委員名簿

８．会議の概要

委員長・副委員長の選任

委員長：長門幸矢氏、副委員長：菅原 俊氏を委員の

互選により選任。

潟上市自治基本条例の運用状況について（主な意見）

○子ども向け手引きについて、非常にわかりやすく、

子どもたちにとっても地方自治が身近に感じるよ

うな工夫がされていると思う。直接社会科の教師と

対話して授業に活用する、地方自治の学習の中で一

緒に授業に参加するといった形をとると具体的な

活用がもっと進み、有効活用できるのではないかと

思う。

○条例の理念や精神がどのくらい市民に浸透してい



るのかを把握するのが非常に大事だと思う。意向調

査を行い、まちづくりへの関心がどの程度深まって

いるのか、その実態を踏まえて、対策を練ることが

非常に大事なことではないか。

○自治会に職員が出向いて出前講座のようなものを

開催し、住民の意向や要望を聞くといったことを実

施して、行政と住民との距離を縮めるよう取り組ん

ではどうか。

○子どもたちが市民教育を学ぶことは勿論、それに関

わる教育者や地域の大人もそれぞれがまちづくり

に主体的に関わらなければならない。

○真摯に地域のことを考えている学生や若者、色々な

分野で活躍し頑張っている若者を市でも最大級支

援していただきたいし、市側でも紹介して、元気な

まちだということを大いにアピールしていけばよ

いのではないか。

９．その他


